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【厚生労働省より】 

▮令和 6 年 10 月施行 社会保険適用拡大 Q＆A 

現在、厚生年金保険の被保険者数が 101 人以上の企業等で週 20 時間以上働く短
時間労働者は、厚生年金保険の加入対象となっています。この短時間労働者の加
入要件がさらに拡大され、令和 6 年 10 月から、厚生年金保険の被保険者数が 51
人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 

Q1 厚生年金保険の被保険者数が 51 人以上の企業等とは？ 

 

●被保険者数 51 人以上の企業等に勤務する以下の条件に全て該当する方が 
短時間労働者として加入対象になります。 

 
□週の所定労働時間が 20 時間以上  
□所定内賃金が 8.8 万円以上  
□２ヶ月を超える雇用の見込みがある  
□学生ではない 

Q2 加入対象（短時間労働者）の要件は？ 

●１年のうち６月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が 51 人以上 
となることが見込まれる企業等のことです。 

 
●なお、2024 年 9 月 30 日までに、50 人を超えなくなったときには、「特定適用事業 

所該当取消申出書」を、年金事務所や事務センターへ届け出ることにより、特定適 
用事業所に該当することを取り消すことができます。 

 

Q３ 施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適

用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてきますか？ 

＜特定適用事業所該当事前のお知らせ＞ 
 
●令和５年 10 月から令和 6 年 7 月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保

険者の総数が６か月以上 50 人を超えたことが確認できる場合は、同年９月上旬に対
象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、同年 10
月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます（法人事業所の場合は、同一
の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせが送付されます）。 

 ＜特定適用事業所に関する重要なお知らせ＞  
 
●令和６年８月に、令和５年 10 月から令和６年７月までの各月のうち、使用される厚

生年金保険の被保険者の総数が５か月 50 人を超えたことが確認できる場合（同年９
月までに１か月以上 50 人を超えると特定適用事業所に該当する場合）は、同年９月
上旬に対象の適用事業所に対して事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要な
お知らせ」が送付されます（法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適
用事業所に対してお知らせを送付します）。  

 

先日、映画館へ行ってきまし

た。 

数年前までは仕事帰りにレ

イトショーを観て帰ること

にハマっていたのですが、コ

ロナ禍で足が遠のいてしま

いました。 

久々の映画館でしたが、自宅

でダラダラ動画配信を見る

より頭がスッキリした気分

になりました。 

コンサート用の音響機材を

設置した「ライブ音響上映」

という特別上映もあるそう

なので、今度行ってみたいと

思います！（奥田） 

 

 

 対象期間 
超えた
期間 

人数 
お知らせ 
配布時期 

特定適用事業所該当 
事前のお知らせ 

令和 5 年 
10 月～ 

令和 6 年 
7 月までの各月 

６か月
以上 

50 人 
令和 6 年 
9 月上旬 特定適用事業所に 

関する重要なお知らせ 
５か月
以上 

 

 

 

●また、令和６年９月にも同様の確認を行い、令和５年 10 月から令和６年 8 月ま
でのうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が５か月 50 人を超えたこ
とが確認できる場合は、重要なお知らせは同年 10 月上旬にも送付がされます。 

 


